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令 和 元 年 第 ４ 回 蕨 戸 田 衛 生 セ ン タ ー 組 合 議 会 定 例 会 

 

会  期  日  程 

 

自 令和元年１１月２１日 

至 令和元年１１月２６日 
６日間 

日程 月 日 曜日 開議時刻 会 議 名 議  事  内  容 

１ 11月21日 木 午後１時30分 本 会 議 ○開  会 

○開  議 

○継続審査に対する委員長報告 

○会議録署名議員の指名 

○会期の決定 

○管理者報告 

○管理者提出議案の一括上程 

○議案第12号から第15号、認定第 

 １号の説明 

○監査報告 

○議案第12号から第15号、認定第 

 １号に対する質疑 

○議案第12号から第15号、認定第 

 １号の委員会付託 

   本会議散会後 委 員 会 ○付託事件の審査 

２ 11月22日 金  休 会 午前10時一般質問通告受付締切 

３ 11月23日 土  休 会  

４ 11月24日 日  休 会  

５ 11月25日 月  休 会  

６ 11月26日 火 午後１時30分 本 会 議 ○開  議 

○一般質問 

○付託事件に対する委員長報告 



○委員長報告に対する質疑 

○討論、採決 

○閉会中の継続審査事項の委員会 

 付託 

○閉  会 
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蕨戸田組告示第６号 

令和元年１１月１４日 

 

 令和元年１１月２１日、令和元年第４回蕨戸田衛生センター組合議会（定例会）

を蕨戸田衛生センター組合議場に招集する。 

 

 

 

蕨戸田衛生センター組合 

管理者 賴 髙 英 雄 
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応招、不応招議員 

◇応招議員    ２０名 

      １番 武 下   涼 議員     ２番 今 井 陽 子 議員 

      ３番 大 石 圭 子 議員     ４番 本 田 てい子 議員 

      ５番 榎 本 和 孝 議員     ６番 小 林 利 規 議員 

      ７番 保 谷   武 議員     ８番 根 本   浩 議員 

      ９番 山  紀 子 議員    １０番 一 関 和 一 議員 

     １１番 竹 内 正 明 議員    １２番 斎 藤 直 子 議員 

     １３番 土 屋 英美子 議員    １４番 花 井 伸 子 議員 

     １５番 酒 井 郁 郎 議員    １６番 三 輪 なお子 議員 

     １７番 榎 本 守 明 議員    １８番 熊 木 照 明 議員 

     １９番 伊 東 秀 浩 議員    ２０番 高 橋 秀 樹 議員 

 

◇不応招議員 なし 



 

 

 

 

 

令 和 元 年 第 ４ 回 

 

 

 

 

蕨戸田衛生センタ ー組合議会（定例 会） 

 

 

 

 

１１月２１日（木） 
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令和元年第４回蕨戸田衛生センター組合議会定例会 第１日 

 

令和元年１１月２１日（木） 

議事日程 

 １．開  会 

 ２．開  議 

 ３．継続審査に対する委員長報告 

  ⑴ 議会運営委員会委員長 

 ４．会議録署名議員の指名 

 ５．会期の決定 

 ６．管理者報告 

 ７．管理者提出議案の一括上程 

  ⑴ 議案第１２号 職員の給与に関する条例及び蕨戸田衛生センター組合職員退職手 

           当条例の一部を改正する条例 

  ⑵ 議案第１３号 工事請負契約の変更契約の締結について 

  ⑶ 議案第１４号 工事請負契約の変更契約の締結について 

  ⑷ 議案第１５号 工事請負契約の変更契約の締結について 

  ⑸ 認定第 １号 平成３０年度蕨戸田衛生センター組合会計歳入歳出決算認定につ 

           いて 

 ８．議案第１２号から第１５号及び認定第１号の説明 

 ９．決算認定に関する代表監査委員の報告 

 10．議案第１２号から第１５号及び認定第１号に対する質疑 

 11．議案第１２号から第１５号及び認定第１号の委員会付託 

 12．散  会 
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令和元年１１月２１日（木） 

◇出席議員 （１９名） 

   １番 武 下   涼 議員     ２番 今 井 陽 子 議員 

   ３番 大 石 圭 子 議員     ４番 本 田 てい子 議員 

   ５番 榎 本 和 孝 議員     ６番 小 林 利 規 議員 

   ７番 保 谷   武 議員     ９番 山  紀 子 議員 

  １０番 一 関 和 一 議員    １１番 竹 内 正 明 議員 

  １２番 斎 藤 直 子 議員    １３番 土 屋 英美子 議員 

  １４番 花 井 伸 子 議員    １５番 酒 井 郁 郎 議員 

  １６番 三 輪 なお子 議員    １７番 榎 本 守 明 議員 

  １８番 熊 木 照 明 議員    １９番 伊 東 秀 浩 議員 

  ２０番 高 橋 秀 樹 議員 

 

◇欠席議員 （１ 名） 

   ８番 根 本   浩 議員 

 

◇職務のため出席した者 

石塚 千明 書 記 高津戸 健喜 書 記 

 

◇説明のため出席した者 

賴髙 英雄 管 理 者 川島 善德 代表監査委員 

菅原 文仁 副 管 理 者 伊藤 浩一 嘱 託 

須崎 充代 会計管理者 奥田 好是 嘱 託 

増山冨美男 事 務 局 長 榎戸  晃 嘱 託 

渡邉 昌彦 次 長 田谷 信行 嘱 託 

木村 和正 次 長 相馬 一富 嘱 託 

斎川 弘之 業 務 課 長 小柴 正樹 嘱 託 

河野 淳夫 施 設 課 長 吉野 博司 嘱 託 

  栗原  誠 嘱 託 

  清水  明 嘱 託 
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  東口 俊博 嘱 託 

  重松 浩之 嘱 託 
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令和元年第４回蕨戸田衛生センター組合議会

定例会会議録第１号 

 

令和元年１１月２１日（木曜日） 

午後 １時３０分開会 

 

◎開会と開議の宣告 

○酒井郁郎議長 ただいまより、令和元年第

４回蕨戸田衛生センター組合議会定例会を

開会いたします。 

  直ちに、本日の会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議事日程の報告 

○酒井郁郎議長 本日の議事日程につきまし

ては、お手元にお配りしたとおりでありま

すので、ご了承願います。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会運営委員会委員長報告 

○酒井郁郎議長 初めに、議会運営委員会委

員長の報告を求めます。 

  議会運営委員会委員長 ７番 保谷 武

議員。 

〔７番 保谷 武議員 登壇〕 

○７番 保谷 武議員 令和元年第４回蕨戸

田衛生センター組合定例会に係る議会運営

員会を、去る１１月１９日に開催をいたし

ました。その決定事項についてご報告申し

上げます。 

  お手元に会期日程案及び議事日程をお配

りしておりますので、ご参照をお願いいた

します。 

  まず、会期日程でございますが、蕨市、

戸田市の日程並びに提出議案等を勘案し、

本日１１月２１日から１１月２６日までの

６日間とすることに決定いたしました。 

  一般質問の発言通告は、１１月２２日午

前１０時までとする。また、質疑の発言通

告は代表監査委員の監査報告後、本会議再

開時までとする。 

  以上のとおり決定いたしました。 

  次に、議事日程でありますが、審議の結

果、お配りいたしましたとおりであります。 

  以上で、議会運営委員会の報告とさせて

いただきます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎会議録署名議員の指名 

○酒井郁郎議長 次に、会議録署名議員の指

名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第８１条の

規定により、 

   ３番  大 石 圭 子 議員 

  １３番  土 屋 英美子 議員 

 を指名いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎会期の決定 

○酒井郁郎議長 次に、会期決定の件を議題

といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、ただいまの議会運営

委員会委員長の報告のとおり、本日１１月

２１日から１１月２６日までの６日間とい

たしたいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は６日間と決定

いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎管理者報告 

○酒井郁郎議長 次に、管理者の報告を求め

ます。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 

○賴髙英雄管理者 本日ここに、令和元年第

４回蕨戸田衛生センター組合議会定例会を

招集申し上げましたところ、議員各位にお
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かれましては公私とも大変お忙しい中ご参

集をいただき、厚く御礼を申し上げます。 

  なお、本組合議会の定例会は年内最後に

なろうかと思いますが、議員の皆様には組

合業務の円滑なる運営につきまして特段の

ご協力をいただき、本席より心から厚くお

礼を申し上げます。 

  まず、ご報告の前に、このたびの相次ぐ

台風及び１０月２５日の豪雨により、多く

の方々が犠牲となるなど、甚大な被害とな

りました。犠牲となられた方々のご冥福を

お祈りいたしますとともに、被災された皆

様に心よりお見舞いを申し上げ、一日も早

い被災地の復旧、復興をお祈りいたします。 

  なお、今回の台風１９号により、戸田市

内において床上浸水した地域があり、組合

では災害ごみとして車両で６０台分を受け

入れました。 

  内訳は、家具、家電製品や畳などの粗大

ごみが重量で４１トン１７０キログラム、

可燃ごみが１５０キログラム、生活系の排

水が８トン９２０キログラムとなります。 

  また、埼玉県内において河川の氾濫によ

り住宅浸水の被害が大きかった東松山市か

ら、大量に発生した災害ごみ仮置き場での

受け入れ作業の支援について、埼玉県内の

市町村及び清掃事業を行っている一部事務

組合で組織しております埼玉県清掃行政研

究協議会を通じ依頼があり、職員２名を派

遣いたしました。 

  次に、去る１０月１日に組合議会の行政

視察といたしまして、寄居町のツネイシカ

ムテックス株式会社及び茨城県八千代市の

株式会社エフピコをご視察いただき、焼却

灰の処理の状況やペットボトルのリサイク

ルについてご確認いただけたと存じます。 

  大変お忙しい中、日程をお繰り合わせい

ただきまして、まことにありがとうござい

ました。 

  さて、今定例会に提出する案件は、条例

案１件、工事請負契約の変更契約３件、決

算認定１件の計５件であります。慎重なる

ご審議の上、ご議決、ご認定くださいます

ようお願い申し上げます。 

  それでは、これから前定例会後の主なる

事項についてご報告申し上げます。 

  まず、施設の延命化対策を行う基幹的設

備改良工事の進捗状況について申し上げま

す。 

  ６月の第２回定例会において本契約のご

議決をいただき、これまで工事に向け準備

を進めておりました。 

  まず、ごみ焼却施設については今月の９

日から施設の運転を停止し、受変電設備及

び共通設備の更新工事を行っており、今月

の２４日には完了する予定としております。 

  停止期間中の家庭系の燃やすごみの処理

は、今月の１１日より２７日まで、近隣市

にお願いをしており、月曜日分は川口市と

朝霞市、火曜日分は川口市と和光市、水曜

日から金曜日分はさいたま市で処理を行っ

ています。 

  なお、土曜日分と事業系ごみについては

組合で受け入れをし、ごみピットで貯留を

しております。 

  次に、粗大ごみ処理施設については今月

の１７日から、設備本体及び鉄類を回収す

る磁選機などの設備の更新を行っており、

今月の２４日には完了する予定としており

ます。 

  なお、停止期間中の粗大ごみ及び燃えな

いごみについては、組合内の施設で保管し

ております。 

  次に、し尿処理施設については１０月に

ポンプ類の更新などを行い、今月は電気設

備の更新を行っておりますが、施設の運転
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は停止せずに行っております。 

  各施設の工事は、計画どおり進捗してお

ります。 

  次に、東日本大震災に伴う原子力発電所

事故の影響により、組合が負担することと

なった費用に対する東京電力ホールディン

グス株式会社への損害賠償請求について申

し上げます。 

  組合では、事故の影響により焼却灰から

放射性物質が確認されたことから、関連し

て負担することとなった費用について、平

成２３年度分から損害賠償請求を行い、支

払いを受けております。今年度は、平成

３０年度分の焼却灰の放射性物質濃度測定

費用として３万９，０４０円を予定してお

ります。 

  前年度は、排ガス、ごみ処理水及び空間

放射線量の測定費用についても損害賠償の

対象としておりましたが、今回の請求につ

いては対象外となりました。これは、組合

の施設は放射性物質汚染対処特別措置法に

おいて特定一般廃棄物処理施設に該当して

おりましたが、焼却灰の放射線量が低く、

また安定した埋立処分を行うため、法律適

用免除の申請を行い、確認を受けておりま

す。今回の請求では、この適用免除により、

法律による調査義務の免除及び施設の維持

管理基準の適用除外となっていることから、

損害賠償の対象外となりました。 

  ただし、焼却灰の測定費用については、

埋立処分先に測定結果を提出していること

から、賠償の対象となりました。対象外と

なった費用の額は１２万１，９９５円とな

ります。 

  なお、組合といたしましては、今後も安

全確認のため、これまで行ってきました放

射性物質濃度の測定は続けてまいります。

また、損害賠償請求については、対象外と

なったものについても焼却灰の追加費用を

含め、続けてまいりたいと考えております。 

  次に、例年実施しておりますダイオキシ

ンの測定結果について申し上げます。 

  まず、環境への影響が大きいごみを焼却

した際の煙突からの排ガスでありますが、

Ａ号炉０．１１ナノグラム、Ｂ号炉０．０３４

ナノグラム、Ｃ号炉０．１４ナノグラムと

いう結果となり、ダイオキシン類対策特別

措置法の規制値である５ナノグラムを大幅

に下回っており、安定した数値が維持され

ております。 

  また、土壌中のダイオキシンにつきまし

ては、測定箇所をさいたま市の中学校の敷

地内２カ所と組合敷地内５カ所、合わせて

７カ所のサンプリングを行いました。数値

につきましては、南浦和中学校では７．７

ピコグラム、内谷中学校では３．７ピコグ

ラム、組合敷地内で１３ピコグラムから

６００ピコグラムという結果となりました。

測定結果については、全て環境省の環境対

策基準値とされる１，０００ピコグラム以

下となっております。 

  次に、今年度４月から９月までの上半期

のごみの搬入状況について申し上げます。 

  まず、可燃ごみの搬入量は２万７，２９９

トンで、前年同期と比較して９２３トン、

率で３．５％の増加となっております。 

  内訳は、家庭からのものは１万６，５１３

トン、前年比較で２１２トン、率にして

１．３％の増加、事業系のものが１万７８６

トン、前年比較で７１１トン、率にして

７．１％の増加となっております。 

  また、粗大ごみの搬入量は８９０トンと

なり、前年比較で８９トン、率にして１１．２％

の増加、不燃ごみについては９０４トンと

なり、前年比較で１７トン、率にして１．９％

の増加となりました。 
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  次に、リサイクルプラザに搬入された資

源ごみについて申し上げます。 

  上半期の搬入量は２，８３５トンとなり、

前年同期との比較で８トン、率にして０．３％

の減少となっております。 

  資源ごみの内訳と前年同期の比較は、金

属缶が４３４トンで４４トンの減少、びん

類は６６２トンで１８トンの増加、紙類が

３５７トンで６トンの増加、ペットボトル

は５１６トンで８トンの減少、プラスチッ

ク類が８６３トンで２０トンの増加となっ

ております。 

  この結果、資源ごみを含めたごみの総搬

入量は３万２，０２９トンとなり、前年同

期との比較では９６５トン、率で３．１％

の増加となっております。 

  上半期だけを見ますと、リサイクルプラ

ザに搬入される金属缶類は減少となってお

りますが、その他のものは前年度とほぼ同

量もしくは増加となり、特に事業系の可燃

ごみが増加となっております。 

  次に、回収されました主なる資源物売り

払いの今年度３回目となる１０月から１２

月分までの入札結果について申し上げます。 

  各品目の１キログラム当たりの単価は、

スチール缶２２円５５銭、アルミ缶１２９

円３６銭、ペットボトル６５円７８銭、破

砕鉄１３円５７銭４厘、焼却鉄は２円１２

銭３厘となりました。これを今年度２回目

の契約価格と比較いたしますと、ペットボ

トルは３０．１％の値上がりとなりました

が、その他のスチール缶やアルミ缶などの

金属類は０．５％から２２．６％の値下が

りとなりました。 

  次に、本年度２回目となります再生家具

の展示販売について申し上げます。 

  １０月１４日から１９日までの１週間を

入札の受付期間とし、実施をいたしました。 

  今回の展示品の総数は２５０点で、その

うち１２８店が落札され、それぞれ再利用

されることとなりました。 

  また、売れ残ったものについては先着順

での販売を今月の１８日から２２日まで行

っております。 

  なお、次回は来年２月を予定しておりま

す。 

  以上、管理者報告といたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎管理者提出議案の一括上程 

○酒井郁郎議長 これより、管理者提出議案

の上程に入ります。 

  今議会に提出された議案は条例案１件、

契約案件３件及び認定１件の計５件であり

ます。 

  件名を書記が朗読いたします。 

〔書記朗読〕 

  議案第１２号 職員の給与に関する条例 

         及び蕨戸田衛生センター 

         組合職員退職手当条例の 

         一部を改正する条例 

  議案第１３号 工事請負契約の変更契約 

         の締結について 

  議案第１４号 工事請負契約の変更契約 

         の締結について 

  議案第１５号 工事請負契約の変更契約 

         の締結について 

  認定第 １号 平成３０年度蕨戸田衛生 

         センター組合会計歳入歳 

         出決算認定について 

○酒井郁郎議長 以上、朗読いたしました管

理者提出議案を一括上程いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１２号から第１５号及び認

定第１号の説明 

○酒井郁郎議長 これより議案第１２号から

議案第１５号及び認定第１号を一括議題と
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いたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 

○賴髙英雄管理者 それでは、議案第１２号

から第１５号及び認定第１号についてご説

明申し上げます。 

  最初に、議案第１２号「職員の給与に関

する条例及び蕨戸田衛生センター組合職員

退職手当条例の一部を改正する条例」につ

いて申し上げます。 

  この条例は、地方公務員法の一部改正に

伴い、所要の改正を行うものであります。 

  改正の内容は、職員は成年被後見人等に

該当するに至ったときは、その職を失うと

する規定が地方公務員法から削除されたこ

とに伴い、この規定により失職することと

なった者の給与及び退職手当の取り扱いに

ついて定めている条文を削除するものであ

ります。 

  なお、条例の施行は法律の施行日に合わ

せ、令和元年１２月１４日としております。 

  続いて、議案第１３号から議案第１５号

の「工事請負契約の変更契約の締結につい

て」は関連がありますので、一括して申し

上げます。 

  この３件の議案は、令和元年第２回定例

会においてご議決をいただきました、施設

の延命化を目的とした基幹的設備改良工事

のごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設及びし

尿処理施設の３件の工事請負契約について、

消費税法及び地方税法が改正されたことに

より、税率が８％から１０％となったこと

から、工事請負費に係る消費税等の増額分

について変更契約を締結するため、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定に基づき、議

会の議決を求めるものであります。 

  なお、増額となる金額は、ごみ焼却施設

が７，５２０万円、粗大ごみ処理施設が

３４０万円、し尿処理施設が５４０万円と

なります。 

  引き続いて、認定第１号「平成３０年度

蕨戸田衛生センター組合会計歳入歳出決算

認定について」ご説明申し上げます。 

  本認定に当たりましては、監査委員の

方々には去る８月２８日に決算書、附属書

類及び帳簿等について慎重なるご審議を賜

り、本定例会にご提案できましたことを本

席より感謝申し上げます。 

  また、両市の議員の皆様には平成３０年

度の予算の執行に当たり、格別なるご指導

を賜り、組合の業務が円滑に運営され、所

期の目的を達成できましたことに対し、重

ねて感謝申し上げる次第であります。 

  つきましては、ここに監査委員の決算審

査意見書を付して、認定をお願いするもの

であります。 

  それでは、決算の概要についてご説明申

し上げます。 

  まず、歳入歳出予算のそれぞれの総額

１９億６，８２５万６，０００円に対しま

して、歳入決算額は２０億６４０万３，３４９

円、執行率は１０１．９％であります。 

  一方、歳出につきましては１９億２４３

万１５９円、執行率は９６．７％でありま

す。 

  歳入歳出差引額は１億３９７万３，１９０

円となり、全額翌年度に繰り越しをいたし

ました。 

  前年度と比較いたしますと、歳入は

８，２９５万４，０２３円、率にして４．３％

の増額となりました。その主な要因は、第

１款分担金及び負担金と第２款使用料及び

手数料の増額によるものであります。 

  また、歳出は４，５０７万２，３４０円、
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率にして２．４％の増額となりました。そ

の主な要因は、第３款衛生費が増額となっ

たことによるものであります。 

  なお、詳細につきましては、事務局から

ご説明をいたしますので、お聞き取りをお

願い申し上げ、説明を終わらせていただき

ます。 

○酒井郁郎議長 続いて、事務局長に詳細説

明を求めます。 

  増山事務局長。 

〔増山冨美男事務局長 登壇〕 

○増山冨美男事務局長 私からは、認定第１

号「平成３０年度蕨戸田衛生センター組合

会計歳入歳出決算認定について」詳細説明

を申し上げます。 

  お手元の歳入歳出決算書の事項別明細書

によりご説明申し上げますので、７ページ

をお開きください。 

  まず、歳入の第１款分担金及び負担金は、

組合規約及び施設整備基金条例の規定によ

り積算された金額であり、１項分担金、１

目組合分担金１４億１，１２９万６，０００

円は、蕨市が６億１，０５３万７，０００

円、分担率は４３．３％、戸田市が８億

７５万９，０００円、分担率は５６．７％

です。前年度比８，０５７万円、率で６．１％

の増額となり、蕨市が３，３９５万３，０００

円、戸田市が４，６６１万７，０００円の

増額となりました。 

  内訳は、組合運営の経費として１節組合

分担金が１３億１，１２９万６，０００円

で、蕨市が５億６，０５３万７，０００円、

分担率は４２．７％、戸田市が７億５，０７５

万９，０００円、分担率は５７．３％とな

っております。 

  また、将来の施設整備の費用に充てるた

めの２節施設整備基金分担金は１億円で、

蕨市、戸田市５，０００万円ずつとなりま

す。 

  次に、第２款使用料及び手数料は、事業

系ごみと浄化槽汚泥の処分手数料として１

項手数料、１目手数料は３億６，３９２万

６，３４７円の収入額となり、前年度比

１，３４５万９，０８５円、率で３．８％

の増額となりました。これは、事業系ごみ

が７３９．４７トン増加したことによるも

のです。 

  次に、第３款国庫支出金６３０万６，０００

円は、ごみ処理施設、粗大ごみ処理施設及

びし尿処理施設の基幹的設備改良工事を施

工するため、周辺地域の生活環境に及ぼす

影響の調査及び工事の基本設計と発注仕様

書の策定業務委託に対する国からの循環型

社会形成推進交付金です。対象額の３分の

１が交付されております。 

  ８ページをお開きください。 

  次に、第４款財産収入の収入額は１７３

万４，３１６円です。これは、財産運用収

入として施設整備基金を運用したもので、

国債、埼玉県債及び定期貯金で運用し、こ

れらは基金へ繰り入れております。 

  次に、第５款繰越金は６，６０９万

１，５０７円です。 

  次に、第６款諸収入は１億５，７０４万

９，１７９円です。１項雑入、１目回収資

源売払金１億３，７２７万９，９７９円は、

リサイクルプラザや粗大ごみ処理施設など

から回収された資源物を売り払った収入で

すが、前年度比２７９万４，３２９円、率

で２％の減額となりました。これは、主に

焼却鉄売払い単価の値下がりによるもので

す。 

  ２目電力売払収入１，０６１万４，７５９

円は、ごみ焼却により発電した電力の夜間

や日曜日などの余剰分を売り払ったもので

す。発電設備の故障により１カ月半ほど停
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止いたしましたが、ほぼ前年度と同額とな

っております。これは、前年度は焼却炉の

不調により余剰電力の売り払いができなか

った期間があり、通常より減額となってお

りました。 

  ３目弁償金１６万１，６６２円は、福島

原子力発電所事故の影響により焼却灰から

放射性物質が確認されたことにより、焼却

灰等の放射性物質濃度を測定する委託費用

に対する東京電力ホールディングス株式会

社からの平成２９年度分の損害賠償金で、

前年度と同額です。 

  ４目雑入は８９９万２，７７９円です。

主なものをご説明いたします。備考欄１行

目の電気等使用料は、施設の補修工事を行

う業者の現場事務所及び自動販売機の電気

等使用料です。 

  次の土地使用料は、両市がごみの収集運

搬業務を委託している２業者への収集運搬

車両の駐車場と仮設事務所の土地の使用料

です。 

  ４段目の再商品化合理化拠出金配分金は、

容器包装リサイクル法の規定に基づき、平

成２９年度に搬出したペットボトルなどに

ついて、品質基準と費用低減の貢献度を搬

出量に応じ配分されたものです。 

  次の有料広告掲載料は、組合ホームペー

ジへのバナー広告掲載による収入です。 

  以上、歳入合計は２０億６４０万３，３４９

円であり、前年度と比較して８，２９５万

４，０２３円、率で４．３％の増額となり

ました。 

  次に、歳出をご説明いたしますので、

１０ページをお開きください。 

  まず、第１款議会費の支出額は１，４７５

万５，８１９円です。これは、議員２０名

の報酬を始めとする組合議会の運営に要し

た経費です。 

  次に、第２款総務費の支出額は２億

３，３０１万２，２００円です。１項総務

管理費、１目一般管理費は、特別職の報酬

及び職員の人件費のほか、組合の管理運営

に要した経費で２億３，２４５万９，５８６

円となり、前年度比１６１万７，５５６円

の増額となりました。 

  それでは、主なものをご説明いたします。 

  １節報酬から４節共済費までは、正副管

理者及び職員２６名の人件費で１億８，８０３

万５，７１３円の支出となり、前年度比

８０６万３，７９７円の増額となりました。

これは、給料の定期昇給と人事院勧告に伴

う改定分、及び休職していた職員が１１月

に復職したことなどによるものです。 

  １１節需用費は、消耗品費や燃料費など

５件分、４９７万４，０４２円の支出です。 

  １２ページをお開きください。 

  １２節役務費２５１万９，４１０円は、

通信運搬費ほか３件の支出です。 

  １３節委託料は１，６４６万６，２８３

円の支出です。総務課が所管する管理運営

上必要な１１件の委託となっております。 

  １４節使用料及び賃借料８３万１，６７８

円は、テレビ受信料ほか８件です。 

  １５節工事請負費１，８０３万６，０００

円は、３件の工事を施工しました。 

  まず、工場棟４階空調機更新工事は、配

管の閉塞などにより能力が低下しているこ

とから、パッケージ型エアコンに更新する

工事、管理棟屋上等補修工事は組合事務所

屋上の防水工事、消防設備補修工事は消防

設備の法定点検時に指摘のあった箇所の補

修を行いました。 

  １８節備品購入費３２万９，１８４円は、

庁用備品の購入費用です。 

  １９節負担金、補助及び交付金３７万

４０円は、各協議会などの負担金及び業務
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に必要な資格の講習費用などの支出です。 

  １４ページをお開きください。 

  ２２節補償補填及び賠償金１１万９，７７２

円は、本年１月２４日に発生した粗大ごみ

処理施設の爆発事故により損傷を与えた車

両の修理費用の賠償となります。なお、同

目１１節より１１万円を流用しております。 

  ２７節公課費５５万９，３００円は、公

害健康被害補償制度負担金の汚染負荷量賦

課金です。 

  ２目公平委員会費は、委員の任期満了に

より新たに委員の選任を行い、委員会を開

催いたしましたので、委員報酬として１万

８，５００円を支出しております。 

  ２項監査委員費は５３万４，１１４円の

支出額で、監査に要した経費となり、例月

出納検査が４回、決算審査が１回、定期事

務監査が３回開催されました。 

  次に、第３款衛生費について申し上げま

す。 

  衛生費全体の支出額は１４億２，８１８

万９，９７０円で、前年度比８，３６２万

８，９０２円、率で６．２％の増額となり

ました。１目清掃総務費は１億６，１６９

万２，０２１円の支出額です。 

  それでは、主なものをご説明いたします。 

  １１節需用費１億１，３１４万５，３０５

円は、消耗品費ほか３件です。なお、光熱

水費の電気料金については、発電設備の法

定点検による定期補修工事期間の増加及び

故障による１カ月半の停止により、その間

使用する全ての電力を購入したことにより、

前年度比３，５９７万１，２４７円の増額

となりました。また、ごみ焼却による発電

の自給率は通常９０％以上となりますが、

故障などがあったことから７７．７％とな

っております。 

  １３節委託料は７件分で１，０５６万

８，４４８円の支出額です。 

  まず、分析委託料は環境管理に万全を期

すため、関係法令等の規定に基づき、ダイ

オキシン類や放射性物質など各測定を委託

したものです。受電機器保守点検委託料は、

電気事業法の保安規定により年１回、精密

検査等を実施し、電気設備の機能維持を図

るものです。また、停電復旧調査委託料及

び発電機保護継電器点検委託料は、発電設

備の故障に伴い行った調査や点検の委託料

です。 

  その他の委託については、各施設共通の

毎年行っているものとなります。 

  １４節使用料及び賃借料１，８０３万

７，２５９円は、下水道使用料と業務に使

用する特殊車両の借り上げなどです。 

  １５節工事請負費１，５７７万８，８００

円は６件の工事となり、各施設共通で使用

する設備や建物などの補修工事となります。 

  １６ページをお開きください。 

  なお、同項４目１５節に２０２万８，０００

円を流用しております。 

  １８節備品購入費９４万８，７７６円は、

スポットエアコンやＣＣＤカラーカメラな

どの機械器具を購入したものです。 

  １９節負担金、補助及び交付金２９７万

８，８００円は、焼却灰の搬出先自治体へ

の環境保全協力金などです。 

  次に、２目塵芥処理費９億５，６０４万

４，８５６円は、３基のごみ焼却炉及び粗

大ごみ処理施設などの運営に必要な経費で

す。 

  １１節需用費５，５８８万６，７７７円

は、各機器の部品と焼却炉立ち上げ用の灯

油の購入費用及び３９件分の修繕料です。 

  なお、粗大ごみ処理施設の爆発事故によ

り、緊急を要する箇所の修繕料として８９６

万４，０００円を支出しております。 
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  次に、１３節委託料４億８，６７４万

９，５７８円は、ごみ処理関係の委託１２

件です。 

  施設運転管理等業務委託料及び粗大ごみ

処理施設等運転管理業務委託料は、それぞ

れの施設の運転業務を委託したものです。 

  次の焼却灰等埋立処分委託料は、ばいじ

んをセメントで固めたものを群馬県草津町

の処分場に１，９０１トン、山形県米沢市

の処分場に２，２８０トンをそれぞれ埋立

処分した経費であります。前年度より処分

量が４９トン増加したことにより、２１５

万５，４６４円の増額となっております。 

  また、焼却灰等資源化委託料は焼却後の

不燃物残渣を寄居町の彩の国資源循環工場

内の施設で１，０８７トン、栃木県日光市

の施設で８８４トンを土木資材として資源

化した経費です。前年度より資源化量が

２０８トン増加したことにより、５３８万

９１７円の増額となっております。 

  そのほかは、処理困難物の処理業務と施

設の清掃、点検業務を委託した経費となり

ます。 

  １５節工事請負費３億６，６７５万

２，８８０円は、ごみ焼却炉補修工事Ａ号

炉ほか１０件で、各機器類の消耗品の交換

及び調整、点検整備など、施設の機能維持

を図るための補修工事で、前年度比４５２

万６，２００円の増額となりました。 

  １８ページをお開きください。 

  １６節原材料費４，６６５万５，６２１

円は、ごみ焼却炉の運転に必要な各種工業

用薬品の購入費用です。 

  次に、３目し尿処理費４，７０３万

２，５３１円は、し尿処理施設の運営に必

要な経費です。 

  １１節需用費２８４万８，９６８円は、

消耗品の購入費と４件の修繕料です。 

  １９ページをご覧ください。 

  １３節委託料１，８８９万２８０円は、

施設の運転に必要な委託３件です。 

  １５節工事請負費１，９５４万８，０００

円は、各機器類の消耗品の交換及び調整な

ど、機能維持を図るための費用です。 

  １６節原材料費５７４万５，２８３円は、

施設の運転に必要な工業用薬品の購入費用

です。 

  次に、４目リサイクル促進費１億８，６６５

万９，２０１円は、リサイクルプラザの運

営に必要な経費で、補修工事費などの増大

により前年度比１，６６７万６，２７４円

の増額となりました。 

  １１節需用費８１６万８，１９５円は、

消耗品の購入費と８件の修繕料です。 

  １３節委託料１億３，１９３万８，６８６

円は、施設の運転管理業務と粗大ごみ再生

業務の経費及びガラスびんと廃プラスチッ

クのリサイクルの費用です。 

  ２０ページをお開きください。 

  １５節工事請負費４，６３９万６，８００

円は、リサイクルプラザ補修工事ほか４件

の工事となり、各機器類の消耗品の交換及

び調整、点検など、機能維持を図るための

経費です。なお、同項１目１５節から２０２

万８，０００円を流用しております。 

  次に、第５目リサイクルフラワーセンタ

ー運営費は５，６４５万７，３６１円の支

出額です。 

  １１節需用費４２８万８，２２１円は、

種及び資材等の消耗品と温室暖房用等の燃

料の購入費及び修繕料です。なお、同目

１３節に６万円を流用しております。 

  １３節委託料４，８０８万３，３９２円

は２件で、リサイクルフラワーセンター運

営委託料は施設の運営委託料で、障がい者

２０名を含め３５名で施設の運営を行って
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おります。また、蛍飼育支援委託料は、蛍

の飼育について東武動物公園の蛍飼育担当

者に組合の飼育状況の確認と飼育方法など

についてアドバイスを受けたものです。な

お、同目１１節より６万円を流用しており

ます。 

  ２１ページをご覧ください。 

  １５節工事請負費３５４万２４０円は、

堆肥化装置の補修を行ったものです。 

  １６節原材料費５４万５，５０８円は、

堆肥化装置の脱臭装置の活性炭などの購入

費用です。 

  次に、６目長寿命化対策費２，０３０万

４，０００円は、１３節委託料の生活環境

影響調査、基本設計及び発注仕様書策定業

務委託料です。 

  これは、ごみ処理施設、粗大ごみ処理施

設及びし尿処理施設の基幹的設備改良工事

を施工するに当たり、周辺地域の生活環境

に及ぼす影響の調査及び改良工事の基本設

計と発注仕様書の策定業務を委託したもの

です。 

  以上で、第３款衛生費の説明を終わりま

す。 

  続いて、第４款公債費につきましては、

平成２０年度から２２年度までの３件の組

合債の償還金であり、全て財務省より借り

入れをしております。元金と利子を合わせ

て１億２，４７３万７，８５４円となり、

前年度比４，０５３万４，０３０円の減額

です。これは平成１９年度の延命化対策工

事の償還が完了したことによります。 

  次に、第５款諸支出金は、将来の施設整

備のための基金の積み立てで、額は１億

１７３万４，３１６円です。内訳は、組合

分担金の１億円と国債や定期貯金などの利

息分１７３万４，３１６円です。 

  以上、歳出合計１９億２４３万１５９円、

執行率は９６．７％となっております。前

年度と比較いたしますと４，５０７万

２，３４０円、率で２．４％の増額となり

ました。この主な要因は、第３款衛生費の

増額によるものです。 

  なお、歳入歳出を差し引きました１億

３９７万３，１９０円は、翌年度への繰越

金となります。 

  以上で、事項別明細書による説明を終わ

ります。 

  次に、実質収支に関する調書についてご

説明いたしますので、２５ページをお開き

ください。 

  歳入歳出差引額は１億３９７万３，１９０

円となり、翌年度へ繰り越すべき財源はあ

りませんので、実質収支額も同額となりま

す。 

  次に、財産に関する調書についてご説明

いたしますので、２９ページをお開きくだ

さい。 

  まず、土地と建物については増減はあり

ません。 

  次に、物品ですが、３０ページをお開き

ください。 

  施設見学に使用していたプロジェクショ

ンテレビ１台及びＡＥＤ２台を廃棄したこ

とにより、２６台となります。 

  次に、基金ですが、３１ページをご覧く

ださい。 

  蕨戸田衛生センター組合施設整備基金で、

平成１９年度に基金条例を制定し、積み立

てを始めたものです。年度末での残高は

１１億４，６２８万７，０８６円となり、

内訳は埼玉県債が６００万円、定期預貯金

が２件で１１億４，０２８万７，０８６円

となります。 

  以上で、決算の説明を終わりますが、決

算の資料として参考資料１から４のほか、
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Ａ３判１枚の決算の概要と財務書類を作成

しておりますので、ご参照いただきますよ

うお願いいたします。 

  以上で説明を終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎決算認定に関する代表監査委員の

報告 

○酒井郁郎議長 ここで、大変お忙しい中、

川島善德代表監査委員にご出席をいただい

ておりますので、決算審査の経過並びに結

果についてのご報告をお願いいたします。 

  川島代表監査委員。 

〔川島善德代表監査委員 登壇〕 

○川島善德代表監査委員 皆さん、こんにち

は。監査委員の川島です。どうぞよろしく

お願いします。 

  これより、平成３０年度蕨戸田衛生セン

ター組合会計の決算審査意見について申し

上げます。 

  審査は、地方自治法第２３３条第２項の

規定に基づき、管理者より決算書及び法律

に定める書類の提出を受け、去る８月２８

日に実施いたしました。 

  審査に付されました蕨戸田衛生センター

組合会計歳入歳出決算書、同歳入歳出決算

事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書は、いずれも法令に準拠

して作成され、その計数は諸帳簿及び証拠

書類と符合し、正確であると認められ、ま

た予算執行についても適正であると認めら

れました。 

  次に、決算の概要を申し上げます。 

  歳入総額２０億６４０万３，３４９円、

歳出総額１９億２４３万１５９円、歳入歳

出差引額は１億３９７万３，１９０円とな

り、全額翌年度会計に繰り越しとなってお

ります。 

  歳入総額は、前年度と比較すると８，２９５

万４，０２３円、率にして４．３％の増加

となっており、予算現額に対する決算額の

比率は１０１．９％でした。 

  一方、歳出総額は前年度と比較すると

４，５０７万２，３４０円、率にして２．４％

の増加となっており、予算現額に対する決

算額の比率は９６．７％でした。 

  ごみの搬入状況を前年度と比較すると、

事業系ごみの量が家庭ごみの量の減少分を

上回って増加し、全体では増加となりまし

た。事業系ごみの削減のために必要な施策

についても、ごみ処理基本計画に定めたご

みの減量化や資源化などの施策を踏まえ、

蕨市、戸田市及び組合の三者が連携し、市

民や事業者の協力と理解を得ながら推進し

てください。 

  また、ごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設

及びし尿処理施設に係る基幹的設備改良工

事について、環境影響調査が実施されまし

た。今回の工事では、環境への影響が増加

することはなく、環境基準値を順守できる

とのことでした。引き続き、さらなる環境

負荷の低減と情報公開に努めてください。 

  また、平成３１年１月に発生した粗大ご

み処理施設における爆発事故について、不

燃ごみに混入したスプレー缶が原因と推測

されるとのことでしたが、同様の事故が過

去にも発生しており、家庭や事業者への周

知はもちろん、受入時の混入防止対策を改

めて徹底し、再発防止に努めてください。 

  ごみの処理は、市民の清潔で快適な暮ら

しに必要不可欠な事業です。その運営に当

たっては、全ての職員が常にコスト意識を

持ち、市民の目線に立った健全なる組合運

営に取り組むことを望みます。 

  以上、申し上げた内容の詳細につきまし

ては、お手元の決算審査意見書のとおりで

ございますので、ご確認をいただければと



－17－ 

存じます。 

  以上をもちまして、決算審査の報告とい

たします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○酒井郁郎議長 質疑通告受付のため、暫時

休憩いたします。 

 

午後 ２時１８分休憩 

午後 ２時１８分再開 

 

◎再開の宣告 

○酒井郁郎議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１２号から第１５号及び認

定第１号に対する質疑 

○酒井郁郎議長 これより管理者提出議案に

対する質疑に入ります。 

  ただいまのところ質疑の通告は出ていま

せん。 

  よって、質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１２号から第１５号及び認

定第１号の委員会付託 

○酒井郁郎議長 これより委員会付託に入り

ます。 

  お手元に配付してあります委員会付託一

覧表のとおり、議案第１２号から議案第

１５号については総務常任委員会に、認定

第１号の各所管事項については総務、業務、

両常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎散会の宣告 

○酒井郁郎議長 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 

  次回の本会議は、１１月２６日午後１時

３０分でございます。よろしくご参集をお

願いいたします。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

午後 ２時２０分散会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 



 

 

 

 

 

第 １ 日 １１月２１日（木） ○委 員 会 

第 ２ 日 １１月２２日（金） ○休  会 

第 ３ 日 １１月２３日（土） ○休  会 

第 ４ 日 １１月２４日（日） ○休  会 

第 ５ 日 １１月２５日（月） ○休  会 
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蕨戸田衛生センタ ー組合議会（定例 会） 

 

 

 

 

１１月２６日（火） 
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令和元年第４回蕨戸田衛生センター組合議会定例会 第６日 

 

令和元年１１月２６日（火） 

議事日程 

 １．開  議 

 ２．一般質問 

 ３．付託事件に対する委員長報告 

 ４．委員長報告に対する質疑 

  ⑴ 議案第１２号 職員の給与に関する条例及び蕨戸田衛生センター組合職員退職手 

           当条例の一部を改正する条例 

  ⑵ 議案第１３号 工事請負契約の変更契約の締結について 

  ⑶ 議案第１４号 工事請負契約の変更契約の締結について 

  ⑷ 議案第１５号 工事請負契約の変更契約の締結について 

  ⑸ 認定第 １号 平成３０年度蕨戸田衛生センター組合会計歳入歳出決算認定につ 

           いて 

 ５．討  論 

 ６．採  決 

 ７．閉会中の継続審査事項の委員会付託 

 ８．閉  会 
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令和元年１１月２６日（火） 

◇出席議員 （２０名） 

   １番 武 下   涼 議員     ２番 今 井 陽 子 議員 

   ３番 大 石 圭 子 議員     ４番 本 田 てい子 議員 

   ５番 榎 本 和 孝 議員     ６番 小 林 利 規 議員 

   ７番 保 谷   武 議員     ８番 根 本   浩 議員 

   ９番 山  紀 子 議員    １０番 一 関 和 一 議員 

  １１番 竹 内 正 明 議員    １２番 斎 藤 直 子 議員 

  １３番 土 屋 英美子 議員    １４番 花 井 伸 子 議員 

  １５番 酒 井 郁 郎 議員    １６番 三 輪 なお子 議員 

  １７番 榎 本 守 明 議員    １８番 熊 木 照 明 議員 

  １９番 伊 東 秀 浩 議員    ２０番 高 橋 秀 樹 議員 

 

◇欠席議員 （な し） 

 

◇職務のため出席した者 

石塚 千明 書 記 高津戸 健喜 書 記 

 

◇説明のため出席した者 

賴髙 英雄 管 理 者 伊藤 浩一 嘱 託 

菅原 文仁 副 管 理 者 奥田 好是 嘱 託 

須崎 充代 会計管理者 榎戸  晃 嘱 託 

増山冨美男 事 務 局 長 田谷 信行 嘱 託 

渡邉 昌彦 次 長 相馬 一富 嘱 託 

木村 和正 次 長 吉野 博司 嘱 託 

斎川 弘之 業 務 課 長 栗原  誠 嘱 託 

河野 淳夫 施 設 課 長 清水  明 嘱 託 

  重松 浩之 嘱 託 
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令和元年第４回蕨戸田衛生センター組合議会

定例会会議録第２号 

 

令和元年１１月２６日（火曜日） 

午後 １時３０分開議 

 

◎開議の宣告 

○酒井郁郎議長 これより、本日の会議を開

きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議事日程の報告 

○酒井郁郎議長 本日の議事日程につきまし

ては、お手元にお配りしたとおりでありま

すので、ご了承願います。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎一般質問 

○酒井郁郎議長 これより一般質問に入りま

す。 

  一般質問の通告がありませんので、一般

質問を終結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎付託事件に対する委員長報告 

○酒井郁郎議長 続いて、管理者提出議案を

議題といたします。 

  各常任委員長から審査の経過並びに結果

について報告を求めます。 

  総務常任委員会委員長 １１番 竹内正

明議員。 

〔１１番 竹内正明議員 登壇〕 

○１１番 竹内正明議員 お疲れさまでござ

います。 

  ただいまから総務常任委員長報告を行い

ます。 

  去る１１月２１日の本会議において、当

委員会に付託されました案件について、そ

の審査の経過概要と結果についてご報告を

申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、条例

案１件、工事請負契約案３件、認定１件の

５件であります。 

  審査に当たりましては、説明を省略し、

直ちに質疑に入りました。 

  最初に、議案第１２号「職員の給与に関

する条例及び蕨戸田衛生センター組合職員

退職手当条例の一部を改正する条例」につ

いて申し上げます。 

  委員より、地方公務員法第１６条第１項

の欠格条項についての改正であるが、過去

の組合職員について欠格条項をもって退職

手当または期末手当等に影響が出た事例の

有無と、今回の欠格条項に該当するような

場合が今後あった場合に、手当等に影響が

出るようなことはないのかとの質疑があり、

事務局より、過去に欠格条項に該当した職

員はいない。今後、職員が成年被後見人等

となった場合については、手当等への影響

はないと考えている。その場合、病気休暇、

病気休職、そして分限処分という経過が想

定されるため、制度として運用は可能であ

るとの説明がありました。 

  また、委員より、今回の欠格条項の削除

については改元に伴う措置であるのかとの

質疑があり、事務局より、成年被後見人等

の権利の制限に係る措置の適正化等を図る

ための関係法律の整備に関する法律が施行

されたことを受け、地方公務員法が改正さ

れ、さらにそれを受けて組合の条例を改正

したものであるが、改元によるものではな

いとの説明がありました。 

  以上で質疑を終結し、討論、採決に入り、

討論はなく、採決の結果、全員異議なく、

本案は原案どおり可決すべきものと決定を

いたしました。 

  次に、議案第１３号「工事請負契約の変

更契約の締結について」申し上げます。 

  委員より、消費税及び地方消費税率の改
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正に伴う増額であるが、増額金額の算定根

拠について、また工事費用の変更の有無に

ついて質疑があり、事務局より、工事請負

額の全額に対して消費税率分の８％から

１０％の差２％分について増額の変更契約

を行うものであり、消費税及び地方消費税

を抜いた工事請負金額についての変更はな

いとの説明がありました。 

  以上で質疑を終結し、討論、採決に入り、

討論はなく、採決の結果、全員異議なく、

本案は原案どおり可決すべきものと決定を

いたしました。 

  次に、議案第１４号「工事請負契約の変

更契約の締結について」は、質疑、討論は

なく、採決の結果、全員異議なく、本案は

原案どおり可決すべきものと決定をいたし

ました。 

  次の議案第１５号「工事請負契約の変更

契約の締結について」も質疑、討論はなく、

採決の結果、全員異議なく、本案は原案ど

おり可決すべきものと決定をいたしました。 

  次に、認定第１号「平成３０年度蕨戸田

衛生センター組合会計歳入歳出決算認定に

ついて」中、当委員会所管事項について申

し上げます。 

  審査に当たりましては、説明を省略し、

款別に質疑に入りました。 

  まず、歳入の部について質疑に入り、第

１款分担金及び負担金について、委員より、

組合分担金について分担率に係る協議の申

し出に基づく協議は、近年行われているの

か。また、蕨市及び戸田市の人口比に加減

する率が６．５％になってからの両市の人

口などの増減について質疑があり、事務局

より、両市の人口比に加減する６．５％に

ついては平成元年度に現ごみ処理施設を建

設するに当たり、５％から６．５％に改め

る際、両市において協議を行ったが、それ

以降、この協議は行われていない。この協

議については両市において行うものである

ので、組合が主体的に行うことはない。ま

た、人口については蕨市が若干の増加傾向

であり、それを上回って戸田市の人口が増

加しているため、衛生費の分担率について

も戸田市のほうがふえている状況であると

の説明がありました。 

  次に、第２款使用料及び手数料について、

委員より、平成３０年度は家庭系ごみの減

量化が進んだ一方、事業系ごみが増加し、

全体では増加したとのことだったが、事業

系ごみの量の詳細と排出する事業者につい

て業種別の分析を行っているかとの質疑が

あり、事務局より、ごみの量の推移につい

ては平成１７年度をピークとし、その後、

平成２２年度までは減少傾向となっていた

が、平成２６年度から増加に転じており、

平成３０年度は１万９，４７６トンとなっ

ている。また、ごみの分析については家庭

系ごみを含めた形で組成分析を行っている

が、事業系ごみだけについての分析は行っ

ていないとの説明がありました。 

  また、委員より、事業系ごみの増加を受

けた今後の対策について質疑があり、事務

局より、事業系ごみに含まれる紙類につい

ては資源化することが可能であり、事業者

の処理コストも低減する可能性があるので、

事業者に対してアドバイスを行っている。

増加の要因として、経済活動が上向きであ

ることなども考えられるが、減量化に向け

た取り組みを進めていきたいとの説明があ

りました。 

  さらに、委員より、組合の職員が収集車

に乗り、どのようなごみがどこから出てい

るのか、ごみの排出の現場に立ち会うこと

で臨場感のあるよい対策を講じることがで

きると考えるが、どのように考えるかとの
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質疑があり、事務局より、組合の職員が事

業系ごみの収集に立ち会うというのは難し

いと考えるが、搬入された事業系ごみの検

査は実施できるので、行っていきたいとの

説明がありました。 

  次に、第６款諸収入について、委員より、

諸収入の回収資源売払金について、前年度

と比べた状況について説明を求める質疑が

あり、事務局より、リサイクルプラザで回

収されたアルミ缶、スチール缶及びペット

ボトル、粗大ごみ処理施設から回収される

破砕鉄、ごみを焼却した後、出てくる焼却

鉄などがあるが、鉄類については値下がり

している状況であった。ペットボトルにつ

いては価格が安定しており、前年度よりも

高く売却できている。また、リサイクルプ

ラザで回収している雑紙についても安定し

ており、１キログラム当たり１１円８８銭

で推移し、下がる傾向はないとの説明があ

りました。 

  以上で歳入の部の質疑を打ち切り、続い

て歳出の部について質疑に入り、第２款総

務費について、委員より、職員の給料と職

員手当等について、年々増加している理由

として、定期昇給、人事院勧告、さらには

休職していた職員が復職したとあるが、こ

の職員が休職していた理由について、また

この給料等の増減の今後の見通しについて

質疑があり、事務局より、職員の休職につ

いてはメンタルの部分での休職が３年間続

いていたものである。また、今後の見通し

については定期昇給や人事院勧告により増

加していく要素もあるが、定年を迎えた職

員の退職や新たな職員の採用など、人事異

動に伴って減る可能性もあるとの説明があ

りました。 

  また、委員より、メンタルの部分での休

職していた職員が復職する際に、働きやす

くなるような配慮はあったか。また、この

職員のほかに休職した職員はいたかとの質

疑があり、事務局より、この職員の主治医

から話を聞くなどして、働きやすい環境は

整えた。また、その他の職員については数

カ月の休職となった者がいたとの説明があ

りました。 

  さらに、委員より、職員がメンタル的に

病み、休職することになった原因として、

職場環境に問題があるとか、パワーハラス

メントがなかったのかとの質疑があり、事

務局より、この職員個人の問題であり、パ

ワーハラスメントはなかったとの説明があ

りました。 

  他の委員より、職員の労務管理について、

働き方改革の一環として有給休暇や育児休

業、介護休暇などの取得を推進していくこ

とがあるが、平成３０年度における有給休

暇の取得率及び育児休業の取得状況につい

て質疑があり、事務局より、有給休暇の取

得状況については全職員の平均で１５．６

日であった。育児休業については、子供が

生まれた職員に対して休暇制度の説明を行

い、実際に取得しており、平成３０年度に

おいては男性職員の取得があったとの説明

がありました。 

  また、委員より、さらなる有給休暇の取

得について質疑があり、事務局より、２０

日に対して１５．６日であるので、ある程

度取得できていると考えている。管理職の

取得日数は少ないように思うが、一般職員

は取得できている。仕事の進捗状況も勘案

し、取得を推進していきたいとの説明があ

りました。 

  他の委員より、粗大ごみ処理施設で発生

したスプレー缶の爆発事故について、監査

委員の意見書において過去にも発生してい

るとあるが、過去に発生した際の対策と、
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その対策の効果について、また今回の事故

を受けてどのような対策が講じられ、効果

があらわれているのか。また、今回の事故

について復旧に要した費用について質疑が

あり、事務局より、１０年ほど前に大規模

な爆発があり、その際は復旧に約７００万

円を費やした。粗大ごみ処理施設は、ある

程度の爆発には対応できる構造となってお

り、爆発の力を逃がすための設備があるの

で、通常は大きな被害とはならない。しか

し、今回は粗大ごみの破砕機の損傷だけで

なく、他の部分にも損傷を与えてしまった。

特に、プラットホームに進入する際の大型

の自動扉が爆風でゆがみ、全て交換するこ

ととなった。費用については、平成３０年

度分として８９６万４，０００円、令和元

年度分として約２，７００万円、合計が約

３，６００万円となった。施設について保

険に加入しているため、その申請手続を進

めており、一部は保険で補填されるものと

考えている。また、対策については両市の

収集業者が収集する際に分けて収集してい

るほか、組合での受け入れ時も直接設備に

投入せず、ほかの場所に一度下ろし、目視

による確認を行っていたが、完全に取り除

けるわけではなく、今回の事故につながっ

た。今回の事故を受けて、収集の際によく

確認するよう両市に連絡し、組合において

もスプレー缶、ガスボンベが入っていない

か、さらに確認を行うこととしたとの説明

がありました。 

  他の委員より、工事請負費の消防設備補

修工事について、指摘を受けた設備の詳細

について質疑があり、事務局より、組合で

は年２回の点検を行っているが、ごみ焼却

施設は建設から２６年が経過し、経年劣化

による不具合が指摘されている。今回の工

事では、誘導灯の更新、防火シャッターの

補修、防火扉と連動する感知器の補修及び

配線の補修を行ったとの説明がありました。 

  また、委員より、公課費の汚染負荷量俯

瞰金について、詳細な説明を求める質疑が

あり、事務局より、大気汚染により気管支

ぜんそくなどが多発した地域に住んでいた

方の疾病に関して、公害健康被害補償制度

があり、この制度において補償給付を行う

ための費用をばい煙発生設備を設置してい

た事業者がこのうち８割を負担し、残りの

２割については自動車重量税が充てられて

いるものである。また、額の算定方法の詳

細と制度の対象者数について説明がありま

した。 

  他の委員より、負担金、補助及び交付金

の職員の資格取得費用について、資格の取

得状況と資格の取得が給与関係に反映され

ているのかとの質疑があり、事務局より、

組合では特にボイラー設備と発電設備を有

しているため、必要な資格があり、平成

３０年度においては２級ボイラー技士の資

格を職員が取得した。また、組合で管理し

ているフォークリフトとショベルローダー

を取り扱うための講習を計画的に受講させ、

試験にも合格している。給与への反映につ

いてはないとの説明がありました。 

  また、委員より、資格の取得について職

員を鼓舞するためにも、人事評価や手当な

どで考慮してもよいと考えるが、事務局の

見解を求める質疑があり、事務局より、組

合施設の設備を取り扱うためには資格が必

要だが、その業務自体が本来的に組合の業

務であるので、その資格取得に対して手当

の支給等を行うというのは難しい。しかし、

施設自体を維持管理していく上で重要なこ

とであるので、職員の意識の高揚を図ると

いうことについて検討していきたいとの説

明がありました。 
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  以上で質疑を終結し、討論、採決に入り、

討論はなく、採決の結果、認定第１号中、

当委員会所管事項について、全員異議なく、

認定すべきものと決定をいたしました。 

  以上をもちまして、総務常任委員会に付

託を受けました案件についてのご報告を終

わります。 

○酒井郁郎議長 続きまして、業務常任委員

会委員長 ７番 保谷 武議員。 

〔７番 保谷 武議員 登壇〕 

○７番 保谷 武議員 こんにちは。 

  ただいまから業務常任委員会委員長報告

を行います。 

  去る１１月２１日の本会議において、当

委員会に付託されました案件について、そ

の審査の経過概要と結果について、ご報告

申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、認定

第１号「平成３０年度蕨戸田衛生センター

組合会計歳入歳出決算認定について」の１

件であります。 

  認定第１号の当委員会所管事項について

ご報告申し上げます。 

  審査に当たりましては、説明を省略し、

目別に質疑に入りました。 

  まず、第２目塵芥処理費について、委員

より、平成３１年１月に粗大ごみ処理施設

で発生した爆発事故について、事故後の具

体的な対応と対策について質疑があり、事

務局より、当該爆発事故の原因は家庭から

回収された不燃ごみの中に大量に中身の入

ったスプレー缶が混入されていたことが原

因である。家庭から回収された不燃ごみは、

通常、破砕機に送る供給コンベヤの手前の

仕分けヤードにて作業員がスプレー缶など

の危険物を取り除く作業を行うが、当日は

昼休み直前の搬入であったため、直接供給

コンベヤに投入していたことが判明した。

事故後は、そのような直接投入を禁止し、

危険物を取り除く作業員を５名から６名に

１名増員し、強化している。また、蕨、戸

田、両市民に対してスプレー缶の中身を使

い切って出すことを啓発するとともに、不

燃ごみの日ではなく、資源物の金属缶類の

日に出すようにＰＲを実施している。事故

発生以降、小爆発も含めて爆発事故は発生

していないとの説明がありました。 

  また、委員より、両市のスプレー缶の出

し方について少々違いがあるのではないか

との質疑があり、事務局より、蕨市と戸田

市では細かい部分について、ごみの出し方

に違いがある。ごみの出し方のパンフレッ

トの改訂を今までも実施してきたが、今後

も市民にわかりやすく、誤解のないものと

なるよう内容を近づけていく努力をしてい

くとの説明がありました。 

  また、委員より、例えば戸田市において

はスプレー缶を袋に入れることになってい

ない、両市の市民が適正なごみの出し方が

できるようにしていただきたいとの要望が

ありました。 

  他の委員より、ごみの出し方のパンフレ

ットにはスプレー缶は穴を開けずに出すと

書いてあるが、実際、穴は開けなくても使

い切ればよいものなのかとの質疑があり、

事務局より、スプレー缶に穴を開ける作業

は大変危険が伴う作業であるため、市民の

皆さんは中身を使い切っていただくだけで

十分である。スプレー缶は金属缶類の日に

出し、リサイクルプラザに搬入されるもの

となっており、同施設には機械的にガス抜

きできる装置があるとの説明がありました。 

  次に、第５目リサイクルフラワーセンタ

ー運営費について、委員より、現在２０名

の障がい者の方が働かれているが、この枠

をふやす予定はあるのか。また、どうすれ
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ばここで働けるのかとの質疑があり、事務

局より、障がい者の雇用については現在、

蕨市はスマイラ松原と糸ぐるまの２施設か

ら、戸田市はハーモニーとわかくさ会ゆう

ゆう、わかくさ会かがやきの３施設から就

労していただいている。就労人数は蕨市が

８名、戸田市が１２名の計２０名である。

雇用の増員については施設のハード面及び

作業面を考えた場合、現状の人数で精いっ

ぱいと考えている。また、障がい者や支援

員の作業賃金の積算根拠としている埼玉県

の最低賃金が年々上昇しており、予算の関

係もあるとの説明がありました。 

  また、委員より、２０名という人数は当

初からのものかとの質疑があり、事務局よ

り、開所以来からのものであるとの説明が

ありました。 

  他の委員より、現状、花苗の生産鉢数は

どうなっているのか、また生ごみと花苗の

交換を実施しているが、蕨、戸田、両市へ

はどのような形で分配されているのかとの

質疑があり、事務局より、生ごみバケツの

貸し出し登録数は平成３０年度においては

蕨市が５５世帯、戸田市が８２９世帯であ

り、戸田市が９割以上を占めている。その

要因は、戸田市は平成１９年から先進的に

生ごみの堆肥化事業を実施している経緯が

あり、ＮＰＯにも回収を委託している。花

苗の生産出荷数は平成３０年度の目標が

１１万鉢に対して、実績として１１万

２，３５０鉢と目標を上回っている。生ご

みと花苗の交換実績は蕨市が４，７５６鉢、

戸田市が５万４，４００鉢と戸田市が率と

して約９１％を占めている。逆に、イベン

ト用としては蕨市が４万１１７鉢、戸田市

が２，０６４鉢で蕨市が率として約９５％

を占めている。そのほか、蕨市はエコキャ

ップ事業としてペットボトルのキャップ

１００個と花苗１鉢を交換しており、平成

３０年度については花苗６，４３８鉢とペ

ットボトルのキャップ６４万３，８００個

を交換している。戸田市は、生ごみと戸田

オールを交換する事業を実施しており、平

成３０年度については１８件の引きかえの

実績があったとの説明がありました。 

  また、委員より、現状、花苗をうまく割

り当てているように見える。来年、東京オ

リンピックもあり、花を植えるなど、いろ

いろ需要があると思うが、１２万鉢の生産

というのは無理なのかとの質疑があり、事

務局より、施設のハード面や人員を勘案し

た場合、現状難しいと考える。ハウスや人

員をふやすなど、設備投資をふやせば生産

能力は上がると考えるが、コストもかかる

ため、将来の検討課題と考えているとの説

明がありました。 

  以上で質疑を終結し、討論はなく、採決

の結果、認定第１号中、当委員会所管事項

について全員異議なく、認定すべきものと

決定いたしました。 

  以上をもちまして、業務常任委員会に付

託を受けました案件についてのご報告を終

わります。 

○酒井郁郎議長 以上をもって、各委員長の

報告は終わりました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○酒井郁郎議長 委員長報告に対する質疑通

告受け付けのため、暫時休憩いたします。 

 

午後 １時５３分休憩 

午後 １時５３分再開 

 

◎再開の宣告 

○酒井郁郎議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎委員長報告に対する質疑 

○酒井郁郎議長 これより各委員長報告に対

する質疑に入ります。 

  ただいまのところ、質疑の通告はありま

せん。 

  よって、質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○酒井郁郎議長 討論通告受け付けのため、

暫時休憩いたします。 

 

午後 １時５４分休憩 

午後 １時５４分再開 

 

◎再開の宣告 

○酒井郁郎議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎討論、採決 

○議案第１２号から議案第１５号

及び認定第１号の採決－可決 

○酒井郁郎議長 これより討論、採決に入り

ます。 

  議案第１２号「職員の給与に関する条例

及び蕨戸田衛生センター組合職員退職手当

条例の一部を改正する条例」について、討

論の通告がありませんので、討論を終結い

たします。 

  これより採決に入ります。 

  本案に関する委員長の報告は、原案可決

であります。 

  本案を、委員長の報告のとおり決定する

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり原

案を可決することに決定いたしました。 

  次に、議案第１３号「工事請負契約の変

更契約の締結について」から議案第１５号

「工事請負契約の変更契約の締結につい

て」まで、以上３件について討論の通告が

ありませんので、討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案３件に関する委員長の報告は、原案

可決であります。 

  本案３件を、委員長の報告のとおり決定

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案３件は委員長の報告のとお

り原案を可決することに決定いたしました。 

  次に、認定第１号「平成３０年度蕨戸田

衛生センター組合会計歳入歳出決算認定に

ついて」、討論の通告がありませんので、

討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本認定に関する各委員長の報告は、認定

であります。 

  本認定を、各委員長の報告のとおり認定

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本認定は各委員長の報告のとお

り認定することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎閉会中の継続審査事項の委員会付

託 

○酒井郁郎議長 次に、議会運営委員会委員

長から会議規則第１０４条の規定により、

お手元に配付の閉会中継続審査事項表のと

おり、閉会中の継続審査の申し出がありま

す。 

  お諮りいたします。 

  本件は申し出のとおり、閉会中の継続審
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査に付することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本件は申し出のとおり閉会中の

継続審査に付することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎閉会の宣告 

○酒井郁郎議長 以上をもちまして、本定例

会の日程は全部終了いたしました。 

  これをもって、令和元年第４回蕨戸田衛

生センター組合議会定例会を閉会いたしま

す。 

  お疲れさまでした。 

午後 １時５７分閉会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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